
などから、今年４月から「広報美郷お知らせ版」の発行
を終了し、月１回発行（毎月１日。１日が祝休日の場合は
直前の平日）にすることとなりました。町政の動きをよ
りわかりやすくお伝えし、町民の皆さんの生活に役立
つ情報を届けるとともに、さらに読みやすい広報紙と
なるよう進めていきます。またLINE、X、ホームページ
などさまざまな媒体での情報発信の充実にも取り組ん
でいきます。今後とも広報美郷をよろしくお願いします。

広報美郷の発行回数に合わせて、町からの全戸配布回数も月１回に変更となります。

●社会のデジタル化の進展とともに、デジタル媒体を
　活用した情報発信が普及・浸透していること
●高齢化の進展により、町広報紙の仕分けや配布作
　業が行政協力員の負担となっていて、負担軽減のた
　めの対応が必要になってきていること
●ほかの自治体でも月1回発行への切り替えが進んで
　いること
●経費削減につながること

4月1日より町からの
情報発信体制が変わります

広報美郷が月1回の発行になります

　町では、災害情報として「防災行政無線」「Ｌアラート」「防災メール」「LINE」で情報
発信しているほか、４月１日より「美郷町テレビ回覧板」も加わります。これに伴い、
緊急告知ＦＭラジオ放送は３月３１日㈪をもって終了します。
　なお、各世帯に配布しているラジオは、４月１日をもって無償譲渡しますので、引
き続きほかのラジオ放送をお楽しみください。また災害発生時は情報収集にこの
ラジオをご利用ください。停電時に備え、電池残量の確認をお願いします。

緊急告知ＦＭラジオ放送を終了します

美郷町テレビ回覧板が始まります
　町では、秋田朝日放送のデータ放送を活用した「美郷町テレビ回覧板」を開始します。スマートフォンが苦手な方、イン
ターネットに触れる機会の少ない方でも、テレビのリモコンを操作するだけで、町からのさまざまな情報を入手すること
ができます。

問●【広報美郷・テレビ回覧板】町総務課　秘書広報班　☎0187（84）1111

　　【緊急告知FMラジオ】町住民生活課　環境安全班　☎0187（84）4903

※使用しているリモコンによってボタン配置は異なります。
※番組連動データ放送中は、トップ画面にテレビ回覧板が表示されません。リモコンで「トップ画面を選択する」
　「黄ボタンを押す」などの操作をするとテレビ回覧板をご覧になれます。
※画像はイメージです。

●

●
●

秋田朝日放送
（５チャンネル）を選局
ｄボタンを押す
「美郷町テレビ回覧板」を
選んで決定

テレビ回覧板の利用方法

最初にリモコンを用意してください。
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令和6年度やまびこ座談会を開催しました

問●町総務課　秘書広報班　☎0187（84）1111

　町の事務事業について「気がついたこと」や「こうなるともっと便利だと思うこと」などをお話しいただきました。

●「広報美郷お知らせ版」を廃止するとすれば、代わりに情報を入手する手段が必要。「テレビ
　回覧板」は、スマ－トフォンやインターネットが使えない人にも馴染みやすいと思う。
●若い世代はLINEが使いやすいと思うので、もっと普及に力を入れるべき。

●町公式LINEから情報を得ているが、テレビ回覧板も良いと思う。年配者へどうやって浸透
　させるかを考えてもらいたい。
●防災行政無線が聞こえなかった場合、聞き直しできる電話案内をもっと周知したほうが良い。
●町民が意見を出し合える場、発信できる機会（アンケートや座談会）を増やしてほしい。みん
　なが納得できる町づくりを。

モニターの皆さんから随時いただいたご意見について②

①

　モニター会議での意見交換のほかにも、モニターの皆さんには、お気づきのことがあれば随時ご意見をいただいていま
す。その一部をご紹介します。
●おいしい美郷の水を美郷町学友館内でも味わいたく、館内に以前設置されていた給水機を再設置してほしい。
　⇒町生涯学習課へお知らせしました。給水機は老朽化により撤去となりましたが、衛生面の問題もあり、残念ながら今後
　　も設置の予定はありません。なお、図書館内に蓋付きのボトルの持ち込みを許可しているほか、館内に自動販売機も設
　　置しているのでご利用ください。

　町では、町民の皆さんの声を直接お聞きする機会として、各行政区において「やまびこ座談会」を開催しています。令和２年度
以降、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、しばらくお休みしていた同座談会でしたが、社会情勢も落ち着きを取り戻し
たため、今年度より再開しました。開催行政区の皆さんには、町長や町の管理職へ日ごろの思いを直接お話しいただき、また、
町づくりについての話をじっくりとお聞きいただく機会にもなりました。お寄せいただいたご意見の中で、実現可能なものは町
政に反映していきます。ご参加いただいた皆さんにはお忙しい中、足を運んでいただき、ありがとうございました。

　町では、町が行う事務事業等のより円滑な推進を図るため「美郷町町政お気づきモニター」を務めてく
ださる方を募集し、応募いただいた５名の方に委嘱して、令和８年３月末までの任期で活動いただいてい
ます。モニターの皆さんの今年度の活動についてご紹介します。

このように、いただいたご意見は担当課へつなぎ、今後の事務事業や施設管理・運営などの参考とさせていただきます。

美郷町町政お気づきモニター会議

第１回会議

第2回会議 テーマ：町の事業や施設等についてお気づきのこと（令和６年１２月１３日開催）

テーマ：町政情報の発信手段について（令和６年７月９日開催）

■関田行政区■関田行政区 ■千畑地域自治組織連絡協議会■千畑地域自治組織連絡協議会

■第1回会議■第1回会議

■第2回会議■第2回会議

開催日 行政区名
5月28日
6月14日
7月22日
8月20日
9月17日
10月25日

関田
山本

元本堂南部
大町
万願寺

千畑地域自治組織連絡協議会
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今年度の活動をご紹介します
美郷町町政
お気づき
モニター


